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コミュニケーション 第2698号 
規程第709条   および   規程第710条の改訂     -   アイス・ダンスにおける音楽要件 第17条第

1項q) i)に従い、即時発効で、理事会は以下を改訂することを決定した。 
 
規程第709条第1項c）および規程第710条第1項c）、 
 
音楽の著作権に関連する法的リスクにスケーターがさらされる機会を減らすため。 

 
• 規程第709条第1項c) 

c) リズム・ダンスの音楽は、指定されたパターン・ダンスの音楽（必要な場合）を含めて、 
カップルが提供するものとする。ボーカル音楽でもよく、スポーツ種目としてのアイス・ダ 

ンスに適したものでなければならない。音楽には以下の特徴がなければならない： 

i) リズミカルなビートのあるダンス音楽のみを使用することができる。プログラム

の冒頭10秒まではリズムカルなビートのない音楽でもよい； 

ii)  音楽は指定されたリズムおよび／またはテーマに沿ったものを選ばなくてはな

らない； 

iii)  テンポは一定でなければならず、また、指定されたものでなければならない

（該当する場合）。 
 

• 規程710条第1項c) 
(c) フリー・ダンスの音楽はボーカルを含んでもよいが、スポーツ種目としてのアイス・ダン 

スに適したものでなければない。また、以下の特徴を持たなければならない： 

i) 音楽は、リズミカルなビートとメロディ、またはリズミカルなビートのみで、ボ

ーカルがあってもよい。音楽はプログラムの開始または終了において10秒間ま

で、さらにプログラム中において10秒間まで、リズミカルなビートを含まなく

ともよい。 
 

ii) 音楽はテンポ／リズムおよび表現の変化が最低1回なければならない。これらの

変化は徐々にでも急激にでもかまわない。 
 

iii) すべての音楽は、様々なダンスムードや演技を盛り上げる効果により、興味深く、

カラフルで、楽しめるダンス・プログラムを創り出すものでなければならない。 
 
これらの要件に従わないフリー・ダンスの音楽は減点の対象となる（規程第 353 条第 1 項 n を
参照）。 
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